
 

 

 

 

 

 

 

 

伊予市簡易水道事業 

地方公営企業法適用基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 8月 

伊予市 水道課 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

 

 

 

   目   次 

 

 

法適用の基本方針 

 

   １．対象事業   ・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

 ２．法適用の対象事業・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

３．法適用の対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

 ４．法適用の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

法適用の基本方針 

効率的で円滑な法適用に向けて、対象事業、対象範囲、法適用の時期につい

て基本方針を定めます。 

 

１．対象事業 

伊予市の水道事業は上水道事業、簡易水道事業、飲料水供給施設事業の３事

業があります。 

 

 

 

番号 事 業 名 区 域 

①  上水道事業 
旧伊予市、上灘地区（高野川、上灘、高岸及び大久保

の一部） 

②  簡易水道事業 
中山町中心部、佐礼谷地区、永木地区、双海町串及び

大久保の一部 

③  飲料水供給事業 中山町添賀・柚之木・平村・高岡地区 

 

③  

②  

①  
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各水道会計の財政状況

■過去５年間の簡易水道事業の歳入■

■過去５年間の簡易水道事業の歳出■

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

その他 1,947 29,720 13,157 32,207 23

国庫補助金 211,843 90,535 94,566 28,554 0

市債 455,600 216,000 308,500 187,300 0

繰入金 102,416 90,854 139,435 42,173 61,846

使用料 61,631 62,221 60,757 49,853 38,303

分担金及び負担金 562 367 10,395 27,720 74
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（単位：千円）

（単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

公債費償還金 90,570 90,686 90,187 61,842 40,972

施設整備費 673,971 326,162 451,288 254,807 0

その他経費 4,400 2,256 2,201 1,322 1,681

動力、薬品費 8,937 7,055 8,819 8,107 6,649

維持費 22,805 25,760 20,413 12,710 21,914

人件費 33,316 37,778 39,148 29,019 29,030
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（単位：千円）



- 3 - 

 

 

■過去５年間の飲料水供給施設の歳入■

■過去５年間の飲料水供給施設の歳入■

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

その他 1 3 1 0 17

国庫補助金 0 0 0 0 0

市債 0 0 0 0 0

繰入金 2,304 1,861 2,165 2,343 2,525

使用料 1,693 1,670 1,702 1,659 1,600

分担金及び負担金 0 0 0 0 73
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（単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

公債費償還金 1,433 1,433 1,433 1,433 1,434

施設整備費 0 0 0 0 0

その他経費 53 49 33 28 177

動力、薬品費 709 711 624 682 715

維持費 1,803 1,341 1,777 1,859 1,889

人件費 0 0 0 0 0

0
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4,500
（単位：千円）
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２.法適用の対象事業 

簡易水道事業は、総務省の要請により、人口 3 万人以上団体の公共下水道事

業及び簡易水道事業は、法適用を行う必要の高い「重点事業」と位置づけであ

るため、法適用対象とします。 

飲料水供給施設事業は、将来、業務効率化のため上水道事業への統合を検討

しているため、法適用の対象外とします。 

 

番号 事 業 名 区 域 法適化 

①  上水道事業 
旧伊予市、上灘地区（高野川、上灘、

高岸及び大久保の一部） 
全部適用 

②  簡易水道事業 
中山町中心部、佐礼谷地区、永木地区、

双海町串及び大久保の一部 
する 

③  飲料水供給事業 中山町添賀・柚之木・平村・高岡地区 しない 
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３.法適用の対象範囲 

 法適用の範囲には、地方公営企業法の財務規定、組織規程、職員規定の全て

を適用する「全部適用」と財務規定のみを適用する「一部適用（財務適用）」が

あります。 

  

地方公営企業法の適用は、全ての公営企業に一律に適用されるわけではなく、

企業の種類によって、法規定の全部又は財務規定等が当然に適用されるものと、

条例により法規定の全部又は財務規定等を任意に適用するものとがあります。

上水道事業は、当然適用事業の７事業になるために、昭和４２年から「全部適

用」にて運用しています。 

簡易水道事業は、このうち条例により任意に法規定の全部又は財務規定等が

適用できる任意適用事業（一部）となっています。 

 

全部適用と一部適用の比較 

項 目 全部適用（法の全てを適用） 一部適用（財務に関する部分を適用) 

適用事業 

<当然適用事業>           <任意適用事業> 

水道 交通 電気 ガス 病院など 

                                         

<法非適用事業> 簡易水道、下水道などは、自主的適用により全部適用か一

部適用するかを選択できます。 

適用範囲 当然適用事業・法非適用事業 法非適用事業 

事務体制 

パターン① 

管理者設置 

 

パターン② 

管理者非設置 

（条例の定め） 

パターン③ 

会計管理者に 

委託しない 

パターン④ 

会計管理者に 

委託する 

首 長 

管理者 

企業出納員 

首 長 

 

企業出納員 

首 長 

 

企業出納員 

首 長 

 

出納員 

出納及び 

会計事務 
企業出納員 

会計管理者 

（出納員） 

職員の身分 企業職員 一般行政職員 

予算の調整 
管理者が原案作成 

首長が調整 
首長が調整 

決算の調整 管理者が調整 首長が調整 会計管理者が調整 
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伊予市における法適用の規定ごとによる優位性 

項 目 全部適用 一部適用 

財政面 

ﾒﾘｯﾄ 

パターン① パターン② パターン③ パターン④ 

経営内容が明

確化 

経営内容が明

確化 

上水道既存シ

ステムを増設

により経費抑

制 

的確な財政状

況を把握 

現行に近いた

め人件費抑制 

 

 

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ 

管理者設置に

よる人員増 

 

 

 収納事務委託

により設備費

増 

× ◎ ○ △ 

効率面 

ﾒﾘｯﾄ 

管理者の設置

により独立性

確保 

 

 

独立性が概ね

確保 

上水道と共有

することで、移

行事務の簡素

化が図れる 

市町が権限を

有する 

 

現行に近いた

め業務量の増

加を抑制でき

る 

 

 

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ 

出納事務が発

生 

出納事務が発

生 

出納事務が発

生 

会計ごとで異

なる場合、事務

の煩雑性が増

す。 

× ◎ ○ △ 

その他 

一般会計事務

対応不可 

（企業職員） 

課内で統一 

一般会計事務

対応不可 

（企業職員） 

課内で統一 

一般会計事務

対応可 

（行政職員） 

一般会計事務

対応可 

（行政職員） 

○ ○ × × 

総 評 × ◎ ○ △ 

 

これらのことについて検証した結果、効率的に法適用をするため、伊予市に

おいては、法適用範囲をパターン②の全部適用（管理者非設置）とします。 
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４.法適用の時期 

法適用の時期は、平成 32 年４月 1 日とします。 

簡易水道事業については、総務省から平成 32年 4月 1日までに法適用するこ

とを要請されているため、以下のスケジュールを基に作業を進めていくものと

します。 

 

簡易水道事業法適用スケジュール 

年度  

業務 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

基本方針策定 
 

 
  

固定資産調査 

固定資産台帳整備 
資料収集   

移行事務 
 

 
  

会計システム構築 
 

 
  

 

各業務の概要 

業 務 概 要 

基本方針策定 
法適用の対象事業、範囲、時期を定めるために基本方針を策定

します。 

固定資産調査 

固定資産台帳整備 

伊予市簡易水道事業が保有する全ての固定資産を調査し、法適

用時の資産価値の評価や、減価償却費を算定し、台帳を整備しま

す。上水道システムの増設にて対応します。 

移行事務 
 法適用を円滑に行うため、関連部署との調整や、条例の改正、

新予算編成、打ち切り決算などの移行事務を行ないます。 

会計システム構築 

 地方公営企業法の財務規定に対応する財務会計システムや簡

易水道事業の資産を管理するシステムを既存の上水道システム

の増設にて対応します。 

 

簡易水道事業の法適用に係る事務作業は、主に「基本方針策定」、「固定資産

台帳整備」、「移行事務」、「システム整備」の４つに区分できます。事務量とし

ては、固定資産台帳整備が大きな割合を占めますが、その他の事務も着実に実

施していく必要があります。なお、予定開始貸借対照表の作成までには固定資

産台帳の整備を完了し、財務会計システムについても運用可能な状態にしてお
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くことが必要となります。 

また、最終的に作成するものは、新予算編成に係る各種財務諸表（予定貸借

対照表、予定キャッシュ・フロー計算書等）であり、公営企業会計に係る予算

編成、予算説明資料、その他消費税等に関する専門知識が必須となります。 

移行事務において、上水道事業の実務経験を最大限に生かした体制について

も、今後の作業に伴って検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

対象事業   ：簡易水道事業 

適用範囲   ：全部適用 

法適用時期  ：平成 32年 4月 1日 

事務執行体制 ：上水道事業と同様 


